
令和４年１１月１日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定により、

「自転車安全利用五則」の内容が変わりました！

自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要

なものを取り上げていますが、ほかにも様々な交通ルールがありますので、よ

く確認して、安全な運転をお願いします！
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